
 

介護老人福祉施設 重要事項説明書 

令和 7年 4月 1日現在 

 

１．事業の目的 

  当施設は、指定介護老人福祉施設として、指定介護老人福祉施設の事業の適正な運

営を確保するため、人事、管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者に

対し、適正な運営と施設介護を提供することを目的といたしております。 

 

２．運営の方針 

 （１）当施設の従業者は、入所者の特性を踏まえながら、その有する能力に応じて自

立した日常生活を継続して営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事の提供、機

能訓練、その他生活全般にわたる相談・援助を行います。 

 （２）事業の実施にあたっては、ご契約者の家族等と十分協議のうえ、連携を図り、

個人のニーズに合ったサービスの提供に努めるものとします。 

 

３．施設の内容 

 （１）設置法人 

法 人 名    社会福祉法人石川福祉会 

所 在 地    福島県石川郡石川町字高田２３４番地１ 

電 話 番 号    ０２４７－２６－１１２３ 

代 表 者    酒 井  茂 幸 

創立年月日    平成５年６月２１日 

  

（２）施設の概要 

    設置運営主体  社会福祉法人 石川福祉会 

    施設名     特別養護老人ホーム ふるどの荘 

    指定番号    ０７７３０００３９３号（介護保険事業者番号） 

    所在地          福島県石川郡古殿町大字松川字林４番１ 

    電話番号     ０２４７-３２-１１８０ 

    ＦＡＸ番号        ０２４７-３２-１１７０ 

  

（３）施設の職員体制と勤務時間（職員は指定短期入所生活介護事業所の業務を兼務

いたします。） 

施設長       １人（常勤） 

・施設従事者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。 

  ・勤務時間      ８：３０～１７：３０ 

事務長       １人（常勤） 

・管理者を補佐し、庶務及び経理等に関する事務を行います。 



   ・勤務時間      ８：３０～１７：３０ 

医 師       １人（非常勤） 

・入所者の診療・健康管理及び保健衛生指導を行います。 

  ・毎週水曜日 １３：００～１５：００ 

  医師の都合により変更になる場合があります。 

生活相談員     １人以上（常勤） 

・入所者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施等を行います。 

・勤務時間      ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員   １人以上（常勤） 

・施設サービス計画の作成等を行います。 

・勤務時間      ８：３０～１７：３０ 

介護職員      １８人以上（常勤） 

・入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 

・勤務時間  Ａ  ６：４５～１５：４５  Ｌ １２：００～２１：００ 

 Ｂ  ７：００～１６：００  Ｍ １２：３０～２１：３０ 

 Ｃ  ７：３０～１６：３０  Ｎ １３：００～２２：００ 

 Ｄ  ８：００～１７：００  Ｏ  ７：００～１１：００ 

 Ｅ  ８：３０～１７：３０  Ｐ  ７：３０～１１：３０ 

 Ｆ  ９：００～１８：００  Ｑ  ８：３０～１２：３０ 

 Ｇ  ９：３０～１８：３０  Ｒ  ９：００～１３：００ 

 Ｈ １０：００～１９：００  Ｓ ２２：００～ ７：００ 

 Ｉ １０：３０～１９：３０  Ｔ １３：３０～１７：３０ 

 Ｊ １１：００～２０：００  Ｕ １５：３０～１９：３０ 

      Ｋ １１：３０～２０：３０  Ｖ １０：３０～１４：３０  

    

看護職員        ３人以上（常勤兼務） 

・入所者の保健衛生管理及び看護業務を行います。 

・勤務時間 Ａ  ６：４５～１５：４５  Ｅ  ８：３０～１７：３０ 

      Ｂ  ７：００～１６：００  Ｆ  ９：００～１８：００ 

 Ｃ  ７：３０～１６：３０  Ｇ  ９：３０～１８：３０ 

 Ｄ  ８：００～１７：００  Ｈ １０：００～１９：００ 

                     Ｉ １０：３０～１９：３０ 

機能訓練指導員  １人以上（常勤） 

・日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓

練を行います。 

  ・勤務時間    ８：３０～１７：３０ 

管理栄養士    １人（常勤） 

・食事の献立作成、栄養計算、入所者に対する栄養指導等を行います。 

  ・勤務時間    ９：３０～１８：３０ 



 事務員        １人以上（常勤）    

・必要な事務を行います。 

  ・勤務時間    ８：３０～１７：３０ 

  

（４）設備の概要 

   入所定員      ５０人 

    ○居 室 ５０室 ［全室個室］ 

     入居者の居室は、ベッド・枕元灯・ロッカー等を備品として備えています。 

○食 堂      ５室 

 入居者が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、入所者が使用できる 

テーブル・いす・箸や食器類などの備品類を備えています。 

○浴 室      ６室 

 各ユニットに備わっています。 

 他に一般浴室及び特殊浴室が設けられています。 

○洗面所及び便所  各部屋に備わっています。 

○機能訓練コーナー  １室 

 入居者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練コーナーを設け、目的に応じ

た機能訓練器具等を備えています。 

○医務室       １室 

 入居者の診療・治療のために、医療法に規程する診療所を設け、入所者を診

察するために必要な医薬品及び医療器具を備えています。 

○静養室 

 医務室内に設けております。 

 

４．サービスの内容 

 （１）基本サービス 

① 食  事  管理栄養士により、栄養管理を行います。 

       朝食    ７：３０～ ８：３０ 

       昼食   １２：００～１３：００ 

       夕食   １８：００～１９：００ 

○上記の時間の変更を希望する場合は相談に応じます。 

       ○食事の場所はユニットホールですが、お部屋など他の場所での

食事を希望される場合は申し出てください。 

② 介 護  施設サービス計画に沿って、食事、着替え、排泄、入浴等の介助

を行います。 

       （おむつ交換、体位変換、施設内移動の付添い、相談等の精神的

ケア、日常生活上のお世話等） 

③ 入 浴  週２回以上入浴していただけます。ただし、状態に応じ、清拭と

なる場合があります。  



 ④ 生活相談 常勤の生活相談員または介護支援専門員に、介護以外の日常生活

に関する事も含めて相談できます。 

⑤ 健康管理 年１回健康診断を行います。また、ふるどのクリニックの医師に

よる健康管理を実施いたします。 

⑥ 機能訓練 日常生活動作の機能維持のために機能訓練を行います。 

⑦ 理美容   月１回、理美容サービスを実施しております（料金は別途かかり

ます）。 

⑧ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 当施設では、季節ごとの行事を行います。行事によっては別途参 

       加費がかかるものもございます。 

   ⑨ 申請代行 要介護更新認定申請等、行政への各種申請代行を行います。 

 

５．利用料金 

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該介護老人福祉施設のサービス

が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額と

して設定します。 

 

（１）介護報酬告示額 

 

① 基本料金                  （令和６年４月１日現在） 

介護 

区分 

１日あたりの利用料 １日あたりの自己負担額 

個 室  1割 2割 3割 

要介護１ ６,７００円 ６７０円 １,３４０円 ２,０１０円 

要介護２ ７,４００円 ７４０円 １,４８０円 ２,２２０円 

要介護３ ８,１５０円 ８１５円 １,６３０円 ２,４４５円 

要介護４ ８,８６０円 ８８６円 １,７７２円 ２,６５８円 

要介護５ ９,５５０円 ９５５円 １,９１０円 ２,８６５円 

 

② 加算料金等 

下記のサービス等には自己負担額が生じます。（金額は自己負担１割の額） 

ア 個別機能訓練加算（Ⅰ）       １日につき         １２円 

個別機能訓練加算（Ⅱ）       １月につき        ２０円 

イ 初期加算              １日につき     ３０円 

入所日から３０日限り 

３０日を超える病院への入院後に再び入所した場合も含む 

ウ 栄養マネジメント強化加算      １日につき     １１円 

エ 療養食加算             １回につき      ６円 

        医師の指示箋による療養食 

オ 経口移行加算            １日につき     ２８円 



 カ 経口維持加算（Ⅰ）         １月につき    ４００円 

経口維持加算（Ⅱ）         １月につき    １００円 

キ 日常生活継続支援加算        １日につき     ４６円 

ク 夜勤職員配置加算（Ⅳ）       １日につき     ３３円 

ケ 看護体制加算（Ⅰ）         １日につき       ６円 

  看護体制加算（Ⅱ）         １日につき     １３円 

コ 看取り介護加算（Ⅰ）        １日につき 

死亡日４５日前～３１日前      ７２円 

死亡日以前 ４日以上３０日以下  １４４円 

死亡日の前日及び前々日           ６８０円 

死亡日             １，２８０円 

サ 精神科医療養指導加算          １日につき      ５円 

シ 配置医師緊急時対応加算        １日につき 

          配置医師の勤務時間外の場合      ３２５円 

早朝・夜間の場合             ６５０円 

           深夜の場合             １，３００円 

ス 再入所時栄養連携加算        １回につき       ２００円 

セ 退所時栄養情報連携加算       １回につき     ７０円 

ソ 排せつ支援加算（Ⅰ）        １月につき     １０円  

排せつ支援加算（Ⅱ）        １月につき      １５円 

タ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）     １月につき         ３円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）     １月につき     １３円 

チ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   １日につき     ２２円 

ツ 口腔衛生管理加算（Ⅰ）       １月につき     ９０円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）       １月につき    １１０円 

テ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）    １月につき     ４０円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）    １月につき     ５０円 

ト ADL維持等加算（Ⅰ）              １月につき     ３０円 

ADL維持等加算（Ⅱ）          １月につき     ６０円 

ナ 自立支援促進加算          １月につき    ２８０円 

ニ 安全対策体制加算          入所時に１回    ２０円 

ヌ 退所時情報提供加算         １回につき    ２５０円 

ネ 高齢者施設感染対策向上加算（Ⅰ）  1回につき     １０円 

ノ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）    １月につき   １５０円 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）    １月につき   １２０円 

ハ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）     １月につき    １０円 

ヒ 協力医療機関連携加算（Ⅰ）     １月につき     ５０円 

  協力医療機関連携加算（Ⅱ）     １月につき      ５円 

フ 介護職員処遇改善加算Ⅰ        1月の総利用単位数の１４．０％ 



 ヘ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）    １月の総利用単位数の１３．６％ 

 ホ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）    １月の総利用単位数の１１．３％ 

  マ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）    １月の総利用単位数の ９．０％ 

 

 ※上記加算は、職員体制が整わない場合は、加算されません。 

※基本料金、加算料金等については、介護保険負担割合証に記載の割合で１割～

３割の負担となります。  

 

（２）その他の費用  「居住費」及び「食費」  １日あたりの金額 

 居住費 食 費 

個 室 ２，０６６円 １，４４５円 

※介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費の額

とします。 

入所期間中の入院または外泊した期間の取扱 

入 院 １日あたり２４６円 ただし入院日の翌日から６日間 

外 泊 １日あたり２４６円 ただし１ヶ月間に６日まで 

「入院及び外泊期間中の居住費」 

 ※入院及び外泊期間中において、居室を確保される場合は所定の居住費をご負担いた

だきます。（特定入所者介護サービス費対象者の補足給付は 6 日間のみで、7 日目以

降は基準費用額の全額となります。）下記参照 

  尚、事業者が居室を短期入所者等に利用した場合は、その期間の居住費負担はあり

ません。 

 

① 入院及び外泊した翌日から６日間（１日あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

※介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費の額 

とします。 

 

② 入院及び外泊した翌日から７日目以降（１日あたり） 

            

 

 

個室 

第１段階：８８０円 

第２段階：８８０円 

第３段階①：１，３７０円 

第３段階②：１，３７０円 

第４段階：２，０６６円 

個室 

２，０６６円 



 （３）その他の料金 

① 特別な食事  通常の献立以外の食事を希望する場合は、その実費を申し受

けます。 

② 理美容費    １回あたり２，５００円 

③ 日常生活上必要となる諸費用実費 

         日常生活品の購入代金等、利用者にご負担をいただくことが

適当であるものはご持参いただくか、かかる費用をご負担い

ただきます。 

項 目 内         容 

洗  濯  料 
施設内で洗濯可能な衣類等については無料ですが、クリーニングを必

要とするものについては実費負担となります。 

衣    類 
下着、パジャマ、普段着、タオル等についてはご持参いただくか、利

用者負担となります。 

日 用 品 
歯ブラシ、歯磨き粉、化粧品等はご持参いただくか、利用者負担とな

ります。 

嗜 好 品 
個人の趣味、嗜好品（菓子・たばこ・お酒等）は利用者負担となりま

す 

教養娯楽費 個人用の新聞、雑誌等は利用者負担となります。 

通 信 費 個人の電話、郵送代は利用者負担となります。 

健康管理費 
インフルエンザ等の感染症予防のための予防接種は自己負担となりま

す 

④ 金銭・貴重品の管理及び支払い代行費用（預り金管理サービス）を１ヶ月あ

たり２，０００円頂きます。 

６．非常災害対策 

施設では、非常災害（火災、地震、水害等）その他緊急の事態に備え、必要な設備

を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ

防災計画を作成し、防災計画に基づき、毎月定期的に、入所者及び従業者等の救出、

避難、その他必要な訓練を行います。 

 

７．緊急時の対応 

サービス提供時に入所者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、利用者に対

し応急措置を講じると共に、速やかに主治医や協力医療機関並びにご家族様への連絡

等必要な措置を講じます。 

 

８．事故発生時の対応 

（１）事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等を講ずる 

とともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等につ 

いて報告いたします。 



 （２）施設は、サービスの提供にともなって、施設の責めに帰すべく事由により利用   

 者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者にその損害を賠償いたします。 

  

（３）施設は自己の責めに帰すべく理由がない限り、損害賠償責任は負いません。 

   とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償を免れます。 

① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意 

にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生 

した場合。 

  ② 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対し故 

意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が

発生した場合。 

  ③ 契約者の急激な体調の変化等、施設の実施したサービスを原因としない事由に 

もっぱら起因して損害が発生した場合。 

  ④ 契約者が、施設もしくはサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為に 

    もっぱら起因して損害が発生した場合。 

 

９．守秘義務に関する対策 

施設及び従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内

容としています。 

 

10．入所者の尊厳 

入所者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行

います。 

11．身体拘束の禁止 

原則として、入所者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に入所者

及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の

入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

12．高齢者虐待防止について 

高齢者虐待防止法を遵守するのはもちろん、その精神の基本である「尊厳の保持」

を遵守します。高齢者虐待を防止するための体制を整備し、利用者の権利を擁護する

とともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的と

します。また職員に対し定期的に虐待に関する教育・研修を行います。 

 

13．個人情報の使用について 

利用者および身元引受人、家族の個人情報を使用するにあたっては、別紙同意書に

記載された事項の範囲内で使用、提供、収集いたします。 



  

14. 福祉サービス第三者評価の実施状況     実施していない。 

 

15．苦情相談窓口 

 

 （１）苦情は面接、電話、手紙等による書面等により苦情受付担当者が受け付けます。 

   苦情受付担当者：  生活相談員 岡部 恒之 

   苦情解決責任者：  施設長   酒井 初雄 

   受付時間等：月～金曜日（祝祭日を除く） 

       ９時００分～１６時３０分 

       電話番号   ０２４７－３２－１１８０ 

   また、当法人の第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

【苦情解決第三者委員】  別表―１ 

 

 （２）苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申し出た人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

その際、苦情を申し出た人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができま

す。 

なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 

① 第三者委員による苦情内容の確認 

② 第三者委員による解決案の調整及び助言 

③ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

  

（３）行政機関その他苦情受付機関 

① 各町村介護保険担当課 

② 国民健康保険団体連合会    福島市中町３－７ 

            ０２４－５３２－２７００ 

③ 福島県運営適正化委員会    福島市渡利字七社宮１１１ 

            ０２４－５２３－２９４３ 

 

16．協力医療機関等 

施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、入居者の状態が急変し

た場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

※但し、22時～6時の時間帯に関しては、対応できない場合もございます。 

医療機関の名称 

医療機関の名称 住所 

ひらた中央病院 石川郡平田村村上蓬田清水内４ 

 



 協力歯科 

医療機関の名称 住所 

はら歯科口腔外科・嚥下

曽根駅前（摂食嚥下） 

福島市曽根町１-１８MAXふくしま３F 

利用中に健康状態が悪化した場合は協力医療機関に受診致します。協力医療機関へ

の送迎は当施設でいたします。 

  ◇ 緊急時の連絡先 

緊急の場合には、下記表の連絡先に連絡します。 

氏   名 電  話 備  考 

   

   

   

 

17．その他の留意事項 

 （１）退所手続き 

   ① 利用者の都合で退所される場合 

     退所を希望する日の１０日前までに文書でお申し出ください。 

   ② 自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

ア）利用者が他の介護保険施設に入所した場合。 

イ）介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当

（自立）または要支援と認定された場合。また、要介護１・２に認定され特

例入所要件に該当しない場合。 

  ※この場合、該当区分の有効期限内に退所していただきます。 

ウ）利用者が死亡した場合。 

エ）利用者がサービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよ

う催告したにもかかわらず３０日以内に支払わない場合、または利用者やそ

の家族などが当施設や当施設の従業者に対して本契約を継続しがたいほどの

背信行為を行った場合は、退所していただく場合があります。この場合、契

約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

オ）利用者が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見

込みがない場合、または入院後３ヶ月を経過しても退院できないことがあき

らかになった場合、文書で通知の上、契約を終了させていただきます。入院

後３ヶ月を経過し、再度入所を希望される場合は、改めてお申込みいただく

ようになります。 

カ）やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了

し、退所していただく場合があります。この場合、契約終了３０日前まで   

 に文書で通知いたします。 



   

（２）支払い方法 

入所者の利用料は、次の方法によりお支払いいただきます。 

ア）口座振替 

イ）窓口での現金払い 

  

（３）施設サービス及び施設設備利用に当たっての留意事項 

   ① 面  会 

通年可能ですが、防犯対策等のために原則、１０：００～１５：００までの

間にお願いいたします。それ以外の時間帯に面会希望の場合は、お手数でも

事前に施設へご連絡ください。 

② 外出・外泊 

  食事準備の関係がありますので、前日までにご連絡ください。 

③ 喫煙・飲酒 

  喫煙について施設内は禁煙となっております。喫煙は相談のうえ、施設外の

決められた場所でお願いすることになります。また、飲酒については、健康上

のこと等互いに協議し行うこととなります。 

※たばこ、ライターは事務室等でお預かりさせていただき、入居者の希望によ

り提供いたします。 

④ 所持品の持ち込みについて 

  可燃物、刃物、劇薬指定物等、利用者の共同生活の場として不適切なものに

ついては一切の持込をお断りいたします。 

  また、高額な身の回り品、貴金属等の持込はご遠慮ください。 

⑤ 施設外での受診について 

当施設の嘱託医の判断により、受診及び入院が必要とされた場合の送迎につ

いては無料で行います。ただし、利用者または、ご家族の希望による受診は、

ご家族等で送迎をお願いいたします。 

⑥ 入院時の対応について 

  利用者が入院した際の付き添いその他の対応については、ご家族等でお願い

いたします。 

⑦ 施設・設備の使用について 

ア）居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

イ）故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、

設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担により現状に戻

していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

ウ）利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の必要があると認められる

場合は、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものと

します。ただし、その場合ご本人のプライバシー等の保護について充分な配

慮を行います。 



 エ）当施設の他の利用者や職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、営利活

動を行うことはできません。 



 介護老人福祉施設サービスの開始にあたり、入所者に対して契約書及び本書面に基づ

いて重要な事項を説明し交付しました。 

 

重要事項説明日     令和  年  月  日 

 

＜事業者＞ 

所在地   福島県石川郡古殿町大字松川字林４番１ 

施設名   特別養護老人ホーム ふるどの荘 

（指定番号０７７３０００３９３） 

管理者名  施設長   酒 井 初 雄 印 

＜説明者＞    

職 名  生活相談員  

      氏 名  岡 部 恒 之 印 

 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、施設から介護老人福祉施設サービスについて重要事

項説明を受け同意しました。 

 

令和  年  月  日 

 

＜入 所 者＞ 

住  所  

 

氏  名                 印 

 

 

＜身元引受人＞ 

住  所                 

 

氏  名                 印 

 

続  柄                  

 

電話番号                  

 

 

 

 



 別表―１ 

 

苦情相談窓口 

 

苦情解決第三者委員    【任期：令和 6年 4月 1日～令和 8年 3月 31日】 

 

石川郡石川町大字沢井字十三塚３６ 矢 内 タカ子 ２６－７２０３ 

石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前 141-19 飯 村 正 明 ５７－３４７０ 

石川郡平田村大字小平字足沢 1-46 吉 田 清 子 ５４－２２１４ 

石川郡浅川町大字浅川字根宿 172-1 深 谷 公 生 ３６－３４１６ 

石川郡古殿町大字仙石字蛭内 62 矢 吹 千 和 ５３－２６３４ 

 

 


